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令和３年度２月定例教育委員会 会議録 

 

１ 会議の別  定例会 

 

２ 開催月日  令和４年２月１７日（木） 

 

３ 開催時間  午後１時３０分から午後３時００分 

 

４ 開催場所  昭和町中央公民館 第１会議室 

 

５ 出席委員  教育長 太 田   充 

教育長職務代理者 石 原 保 夫 

委 員 山 田 由 美 

委 員  磯 部 幸 廣 

 

６ 欠席委員  委 員  小 宮 山  稔 

 

７ 委員及び傍聴人を除く会議室に出席した職員の職氏名 

学校教育課長  神 澤 卓 見 

生涯学習課長  山  本   靖 

教育指導監   雨  宮   洋 

学校教育課総務係長 細 田 忠 司 

学校教育課主任 輿 石 尚 美 

 

８ 出席した長及びその事務局の職員の職氏名  なし 

 

９ 傍聴人  なし 

 

10 会議の概要 

 

開 会 

 （１）開会 

（２）前回会議録の承認 

 （３）教育長の報告 

・２月実施四校会の報告について 

・新型コロナウイルス感染症の対策・対応等と今後の学校行事等について 

・ＧＩＧＡスクールの進捗状況について 

・コミュニティ・スクール安全ボランティアについて 

・昭和町総合教育会議について 

・新入学児童生徒数（２月現在）について 

・生涯学習課事業及び所轄の施設状況等について 
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・その他  

（４）諸報告（各課等の報告） 

①生涯学習課（各種事業、今後の事業予定他） 

②学校教育課（      〃      ） 

（５）議事（会議に付した議案） 

１）昭和町就学援助費支給要綱の改正について 

２）新年度就学援助費（新入学準備費）支給認定について 

３）その他 

 （６）その他 

    ・令和４年度の定例会日程について  

  ・令和４年度教育長職務代理について 

11 議案となった動議を提出した者の氏名  なし 

 

12 議事 

 

教育長 

 

 

細田係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

議事に移ります。１）昭和町就学援助費支給要綱の改正について、事

務局お願いします。 

 

就学援助費支給要綱の一部改正について、資料をご覧ください。今回

の一部改正の目的と内容ですが、町立の小中学校に在籍している要保

護・準要保護世帯の児童生徒に対する支給額を国の基準に合わせるこ

と、また、オンライン学習通信費を支給することによって、ＧＩＧＡス

クール構想で掲げる家庭におけるＩＣＴ教育の環境を確保し、児童生徒

の学ぶ機会の充実を図ることを目的としています。 

２ページをご覧ください。第３条第１項第１号に「キ オンライン学

習通信費 ＩＣＴを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の

教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認め

られるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費」と

加えます。 

次に５ページをお願いします。「別表（第４条関係）就学援助費の額

（年額）」表中の支給額を国の補助事業限度額に合わせるよう改めます。

また、オンライン学習通信費の表を加えます。 

オンライン学習通信費の額ですが、令和４年度の国が定めた予算単価

14,000 円（年額）が基準となっていますが、月額換算して 1,170 円を

世帯ごとに実施月分支給したいと考えています。まだ持ち帰りを常態化

していないこと、持ち帰りの学習形態もテキスト形式や支援ソフトでの

実施になると考えられますので、このような支給額といたしました。今

後どのような学習を行うかで、支給額は再検討する必要があります。 

以上が改正点となりますので、ご審議をお願いします。 

 

このことついて、ご意見、ご質問ありますか。 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

輿石主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無いようですので、資料のとおり改正の手続きを進めますがよろしい

でしょうか。 

（異議なく承認。） 

 

次に、２）新年度就学援助費（新入学準備費）支給認定について、事

務局お願いします。 

 

資料をご覧ください。令和４年度入学前支給認定審査書類になりま

す。本町では平成３０年度より要綱を改正し、入学前支給を行っていま

す。国からも入学前支給を行うように通知等で示されていますので、新

年度分につきましても継続して行っていくことになります。 

入学前支給につきましては、新入学児童生徒のうち申請があった方に

ついて、準要保護と認められる世帯へ入学準備費を事前に支給するもの

です。今回の審査については、あくまでも現段階において行うもので、

本審査は新年度６月に申請、８月の教育委員会で審査、認定することに

なります。３月の支給額は小学校が 40,600円、中学校は 47,400円にな

りますが、本日、要綱の改正についてご承認いただきましたので、この

差額については本審査後の９月に支給することになります。 

（資料を用いて詳細説明） 

これらについて認定してよろしいか審議をお願いします。 

  

この件について、ご意見、ご質問ありますか。 

 

（認定審査実施） 

 

他にはいかがでしょうか。 

無いようですので、資料のとおり認定しますがよろしいでしょうか。 

（異議なく承認。） 

 

３）その他について、何かありますか。  

  

無いようですので、議事を終わります。 

 

 

―閉会 午後３時００分― 

 

次回の定例教育委員会は令和４年３月２８日（木）午後１時３０分から開催します。 


